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１ 制度の概要 

 

 趣旨 

 地域の課題解決のため、地域が自主的に連携・協働して地域力を促進する事業を対

象に、将来にわたって快適に生活できる地域を目指して事業に取り組む団体を支援

します。 

 

 

 

 補助対象事業 

自治会、町内会などの地縁団体と市が認定した地域まちづくり会議が申請できます。 

区分 小さなチャレンジ事業 地域まちづくり事業 

対象者 

地縁団体 

（自治会、町内会、区など） 

チーム申請（代表地区を選定）  

※ 領 収 書 の 宛 名 は 申 請 団 体 名 と

してください。 

地域まちづくり会議 

（市が認定した組織） 

対象事業 
地域力促進のための 

ソフト事業 

まちづくり活動推進のための 

ソフト事業・ハード事業 

申請回数 
単独・複数いずれか１回 

※事業の追加はできません。 

１回 

※事業の追加はできません。 

補助率 
ソフト事業 9/10  ソフト事業 9/10 

 ハード事業 1/3 

上限額 
 単独 １０万円  

 チーム １０万円×団体数  

ソフト・ハード合わせて 

５０万円  

申請期限 令和５年（２０２３年）１２月１５日（金）まで 

 

 

 

 



 

■自己資金について 

この制度は自己資金が必要です。自己資金を得る手段として次の方法があります。 

参加料を求める・地区などから負担金を集める・協賛金を募る 

※イベント参加費、物品販売の売上金額、寄付金、協賛金等、実施団体の努力によっ

て得た収入は、自己資金として取り扱います。 

ただし、次の行為は営利を目的とする行為に該当するため、禁止となります。 

 特定の個人や団体のみの利益となること。…公益性のある事業のみが対象です。  

 補助金で購入した物品や、補助金で購入した材料を加工した製作物を販売し、収入

を得ること。…販売する物品やその材料は自己資金で購入してください。  

 事業で得た収入を団体の役員や会員で分配すること。…事業で得た収入は事業実施

のための自己資金として適切に管理してください。  

 

  



 対象外となる事業 

次の事業は補助金の対象外です。 

① 地域で恒例となっているイベント等の事業 

② 政治的又は宗教的活動を目的とする事業 

③ 国又は他の地方公共団体の補助金の交付を受ける事業 

④ 市の他の補助金等の交付の対象となる事業 

⑤ 専ら営利を目的とする事業 

⑥ その他、市⾧が補助金の交付目的に適合しないと認める事業 

「お寺や神社の土地で何かしたい、他に補助金をもらっている、毎年恒例の行事」 

という事業については、まず担当職員にご相談ください。  

 

 

 具体的に活用できること 

地域が自主的に取り組むことであれば幅広く活用できる補助金ですが、具体的には次

のような事業に活用できます。 

安心・安全 交通安全、地域防災、非行防止などの啓発 

環境 地域清掃、花の植栽、草木の伐採作業 

福祉 健康体操、高齢世帯の見守り活動、医療情報キット普及啓発 

地域交流  おまつり、スポーツ交流会、伝統芸能の伝承会 

 

小さなチャレンジ事業 地域まちづくり事業 

地域が新たに取り組む事業や、過去に休

止 し た イ ベ ント の復 活 な どに 活 用で き

ます。 

※ 毎 年 地 区 で開 催し て い る運 動 会や 敬

老会など、恒例行事の予算振替に使うこ

とはできません。 

こ れ ま で 会 議で 継続 し て きた 取 り組 み

のほか、新たな事業にも活用できます。 



 対象経費 

対象経費と対象外経費は次のとおりです。 

小さなチャレンジ事業・地域まちづくり事業 共通 

項目 対象経費の例 対象外経費の例 

消耗品費 

コピー用紙、文房具などの事務用品 
工作物に必要な工具や木材などの原材料 
植栽に必要な花、苗、肥料 
ベスト、T シャツ、帽子などのユニフォーム 
その他１万円未満の物品【注意】税込１万円未満  
スタッフ・ボランティア従事者への飲料水 

 使い残しが出るほど大量
なものや事業完了までに
使い切れないもの 

 販売を目的とするもの 
 弁当、食材、調味料 
 アルコール類 
 会議や参加者・出場者の飲料水  

光熱水費 

 冬場のストーブのための灯油代 
 イベント会場の臨時的な電気、ガス、水道料 
 イルミネーション点灯の電気代 
 レンタル車両のガソリン代実費額 

 個人の草刈機･車両の燃料代 
⇒使用料及び賃借料と選択 

 運営費と区別できないもの  
（個人の電気代など） 

役務費 
 通知の郵便料・切手代、荷物の運賃・送料 
 振込手数料、クリーニング代、汲取手数料、証明書手数料  
 傷害賠償保険料 

 運営費と区別できないもの
（個人の電話代など） 

委託料 

 テレビ・雑誌などの広告料 
 チラシ・ポスターの印刷費 
 資料・写真のプリント代 
 会場設営・警備・音響設置撤去、操作の委託料  

 金額の積算が不明確なもの 

使用料及び 
賃借料 

 会 場 使 用 料  
 車 両 や 備 品 の レ ン タ ル 料  
 個 人 所 有 の 機 械 類（ 刈 払 機 ･噴 霧 器 等：上 限 2,000 円 ） 
  〃  軽 ト ラ ッ ク （ 上 限 3,000 円 ）  
  〃  小 型 ・ 中 型 ト ラ ッ ク （ 上 限 5,000 円 ）  
 〃 特殊車両（ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ、ﾊﾞｯｸﾎｰ等：上限 10,000 円） 

（ オ ペ レ ー タ ー 費 込 ）  

 個人が所有する物品のうち、
左記以外のもの 

 個人所有の草刈機・車両
の燃料代・チップ代など 
⇒光熱水費・消耗品費と選択 
※燃料と賃借の二重支給は不可 

謝金 

 講習会、研修会の講師謝礼（原則、上限 43,500 円/回） 
（ 交 通 費 ・ 宿 泊 費 の 実 費 額 を 加 算 可 ）  
 区 域 住 民 の 市 民 講 師 へ の 謝 礼（ 上 限 2,600 円 /1 時 間 ） 
 会 議 主 催 の イ ベ ン ト で 依 頼 を 受 け て 出 演 し た 園 児 ・

児 童 ・ 生 徒 へ の 謝 礼 （ 物 品 提 供 、 上 限 500 円 /回 ）  

 団体名簿に記載された者
への謝金 

 ボランティア謝金 
 金券 

地域まちづくり事業のみ（地域まちづくり会議が対象） 

項目 対象経費の例 対象外経費の例 

事務費 
補助上限： 

5 万円 

会議運用に係る経費 
 事務用品（コピー用紙、文房具類） 
 通知の切手代 
 事務手当 

 団体運営のための電話代、
交通費など 

 使い残しが出るほど大量
なものや年度内に使い切
れないもの 

旅費 

先進地視察や研修のための交通費実費 
 借上バス・レンタカーの賃借料 
 公共交通機関の運賃 
 個人の自家用車（総距離×37 円/km） 

 スタッフの宿泊費・交通費 
（買い出しなど） 

 懇親目的の旅行や娯楽性
の高い目的地を含むもの 

備 品 購 入 費 ・単価が 1 万円以上の物品の購入費 
・団体が所有する備品の価値を増加させる修繕費  個人所有の備品の修繕費 

工 事 請 負 費 事業者が直接実施することができない工事で大部分を
他の事業者に外注するために必要な経費  

 



 経費の注意事項 

※交付決定後～事業完了の経費が対象（事務費のみ 4/1 以降の経費が対象）。 

※イベント開催後の補填目的での購入はできません。 

※すべての経費は領収書が必須です。加えて、領収書だけで内容が確認できないとき

は、請求書や納品書も必要です。 

 

 広報表示 

チラシや看板で事業をお知らせするときは、補助事業であることを広報物に表示して

ください。表示にかかる費用は対象経費にすることができます。 

① 表示方法  

印刷物や配布物（チラシ、ポスター、プログラム、チケット、看板、横断幕、新聞

広告、報告書等成果物など）に表示を行ってください。  

② 表示例  

「この事業は、がんばる地域応援事業補助金（地域力促進枠）を受けて実施します。」 

 

 実績の公表 

この補助制度では、申請内容（申請団体の名称、事業名、事業内容、事業費や補助金

の額、成果など）について、地域振興の実例として公表することがあります。あらかじ

めご了承ください。 

また、事業完了後、地区住民へどのような事業をしたのか周知してください。例とし

て、事業報告チラシの配布や回覧板、地区での寄り合い等での周知、報告をお願いしま

す。なお、その周知の際、がんばる地域応援事業補助金（地域力促進枠）を活用したこ

とも添えていただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

  



２ 手続きの流れ 

 

 スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業の企画  

申請書の提出 
申請期限までに必要書類を市に提出。 

審査 

交付決定 

事業の実施 
 

 市は内容を審査（必要により修正を指導）、交付決定を通知。 

 決定通知後、計画に沿って事業を実施。 

 わからないことは担当課に随時相談。 

実施報告  

 実施報告に向け、事業を振り返り、 

決算や成果、写真などを整理。 

 期限内に実施報告書類を市に提出。 

実績広報  

 活用事例集で事業成果を全地域で共有。 

 実績広報チラシで住民に事業成果を共有。 

 広報・共有にご協力をお願いします。 

申請〆切 

12/15(金) 

事業完了後 30 日以内  
or 

3/29(金)の早い方  



 小さなチャレンジ事業の申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域まちづくり事業～申請書提出の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 地区で事業を企画（複数申請は代表地区を決定） 

2. 作成した予算書を所属する地域まちづくり会議に提出  

必要に応じ、地域まちづくり会議から助言・提案を受ける。 

事業の主催者として市に申請  

※まちづくり会議への報告日を記載 

事業完了の結果を実施報告にまとめ、市に提出  

決算書はまちづくり会議にも提出  

1. 会議内で事業を企画、予算書を作成 

①事業の予算書 

②小さなチャレンジ事業の報告のための会議費やまちづくり会議の 

事務費の予算書  

2. 会議内で意見交換・協議・合意形成・承認 

事業の主催者として市に申請 

事業完了の結果を実施報告にまとめ、市に提出 

市での審査、交付決定後、事業の実施 

   市での審査・交付決定後、事業の実施 



よくある質問 

 

Q1 
これまで地域まちづくり会議で取り組んでいたことを小さなチャレンジ事業

に申請できますか。 

 地区の取り組みであれば申請できます。 
  

Q2 小さなチャレンジ事業で複数の事業に取り組むことはできますか。 

 事業の内容によっては可能です。 

例えば、地域交流を目的とする事業で、１回目は健康レクレーション活動を、

２回目は花いっぱい活動を実施するということであれば、組み合わせて申請

することができます。 

  

Q3 小さなチャレンジ事業は地域まちづくり会議で取りまとめて申請しなければ

なりませんか。 

 地域まちづくり会議に報告後、申請書は地縁団体の方が直接、市の担当課に提

出してください。 

  

Q4 
小さなチャレンジ事業でチーム申請する場合、別の地域まちづくり会議に属

する地区とのチーム申請は可能ですか。 

 可能です。その場合、それぞれの地域まちづくり会議に報告してください。 
  

Q5 
小さなチャレンジ事業と地域まちづくり事業を合わせた上限額での取り組み

はできますか。 
 

小さなチャレ ンジ事業と地域まちづく り事業で同一の取り組みは できませ

ん。 
  

 

 

 

 

 

 

 



 申請に関すること 

 

Q1 
申請する事業のうち 1 つが年明けの実施で、まだ詳細な経費の資料がそろい

ません。ほかの事業は年度初めには実施したいのですが、見積もりなどがすべ

てそろわないと申請できませんか。 

 見積もりにかわる資料で対応できる場合があります。担当職員にご相談くだ

さい。ただし備品購入などのハード事業は見積書が補助金算定の基礎となる

ため、必ず２者以上の見積書を添付してください。 

 

 

 経費に関すること 

 

Q1 ソフトとハードの違いを教えてください。 

 ソフトとハードは経費の区分によって区別しています。 

ソフト事業 

地域のおまつりや花いっぱい運動、清掃活動など、地域イベントや地域活動

のことをソフト事業とします。具体的には、消耗品費、光熱水費、役務費、

委託料、使用料及び賃借料、謝金、事務費、旅費はソフト事業の経費です。 

ハード事業 

単価が税込１万円以上の物品の購入や外注する舗装工事など、財産を形成し

たり現況を変化させたりする事業をハード事業として区別しています。具体

的には、備品購入費、工事請負費はハード事業の経費です。 

Q2 この事業はソフトですか？ハードですか？ 

 ソフト・ハードの判断に迷うときは、事前に担当職員にご相談ください。 
  

Q3 視察研修のための活動費は、経費として認められますか。 

 視察研修の経費は交通費の実費額のみが対象となり、視察先への謝礼、施設

の入場料などの視察研修先の活動費は、交付対象外となります。 
  



Q4 区域内の住民への謝金には、どのようなものがありますか。 

 
区域外から招くことが難しく、専門的な指導や講義が必要な技術者などに対

しては謝金が認められます（１時間あたり上限２，６００円）。 

また、主催者が依頼して出演した園児・児童・生徒に対して謝礼が認められ

ます（１人あたり上限５００円とし物品による提供。金券不可）。 

一方で、まちづくり活動は地域の団体や住民がお互いに協力し合って行うと

いう観点も大切です。謝礼が過度にならないよう注意してください。 

  

Q5 謝金の基準はありますか。 

 
講師、出演者等への謝金は、１回あたり 43,500 円を上限とします。これに

加え、交通費と宿泊費の実費額を支給できます。また、講師から見積書を取

ることで、43,500 円の上限を超えて謝金を支出することができます。 

  

Q6 講師謝礼として謝金と記念品（花や唐津焼など）を両方渡していいですか。 

 
謝金と記念品の合計額が上限の範囲内であれば問題ありません。 

  

Q7 イベント従事者（受付、スタッフ、ボランティア）に対してどのような謝礼

を渡せますか。 

 イベント従事者への謝金は対象経費として認められません。 

ただし、受付、スタッフ、ボランティア従事者に対しては、飲み物を渡すこ

とができます。飲み物はアルコールでなければ、お茶、コーヒー、ジュース

などでも問題ありません。 

Q8 対象外経費のうち個人消費的経費とは、どういったものですか。 



 個人消費的経費には次のようなものがあり、対象外となります。 

・実習で製作して個人の物となる工作物の材料費 

・料理教室で自らの食事となる食材費の経費 

・大会の景品や参加賞 

・個人が講座を受けるときの受講費 

・個人が施設に入るときの入場料 

こういった経費は寄付金を募ったり、参加者から参加費（実費相当額）を負

担してもらったりするなど、自己資金での対応をお願いいたします。 

  

Q9 事業を変更又は中止する場合にかかる経費は、交付対象経費として認められ

ますか。 

 災害、新型コロナウイルスのまん延など、補助金の交付決定後に発生したこ

とで、事業を変更・中止するとき、中止までにかかった経費や中止のために

必要な経費（中止を周知するチラシの配布など）は交付対象経費として認め

られます。ただし、事業者の責めに帰すべきときは認められない場合もあり

ますので、事前に相談ください。 
  

Q10 事業実施中の事故、事業中止等による経費や賠償費用は、交付対象経費とし

て認められますか。 

 事業実施中の事故（例えば物品の紛失やチラシのミスプリントなど）に係る

経費や損害賠償の費用は、事業者の責めの有無に関わらず、原則として交付

対象経費として認められません。なお、損害賠償に係る保険料は、交付対象

経費となっていますので、事業に沿った保険を活用してください。 
  

Q11 量販店での購入で個人のポイントカードにポイントを貯めてよいですか。 

 特定の個人への利益となり公金の取り扱いとして相応しくないため、ポイン

トカードは使わないでください。 
  

Q12 購入の際に個人のクレジットカードを使用してよいですか。 

 クレジットカード決済はカード会社が一時的に立替払いするため補助金の

取り扱いとして相応しくありません。また、付与されるポイントは特定の個

人への利益となるため使わないでください。 



 事業の実施に関すること 

 

Q1 他の補助金などを受けるのですが、併せて活用することはできますか。 

 他の補助金や交付金が交付される事業を申請することはできません。ただし、

他の補助金などが交付される事業とこの補助金で申請したい事業が別である

ときは対象にできることがあります。事前にご相談ください。 
  

Q2 
市の施設の改修など、本来、市が実施すべき事業を担当課に要望しても、予算

の都合で断られます。そういった事業に補助金を使うことはできますか。 

 市が実施すべき事業は市の担当課の予算での対応が原則となるため、補助金

を使うことはできません。また、市の許可が必要となる事業については、事前

に担当課にご確認ください。 
  

Q3 どのような場合に交付決定の取り消し又は補助金の返還になりますか。 

 次の場合に交付決定の取り消しや補助金の返還になることがあります。 

①交付決定の内容、条件、その他の法令に基づく市⾧の指示に違反したとき 

例：変更申請や実施報告を行わない。 

②補助金を他の用途に使用したとき 

③虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

④規則に規定する排除対象者（暴力団等）であることが確認されたとき 

※決定の取り消しや補助金の返還は補助金額の確定後も適用されます。 

※補助金返還の請求は、代表者と団体名簿に記載ある者に対して行います。 
  

Q4 
計画していたイベントが台風で中止になりました。予算の範囲内でほかのイ

ベントを計画することはできますか。 

 原則、事業の変更や追加はできませんが、災害等のやむを得ない事情がある場

合は市担当課にご相談ください。 

 

 

 

 



 実施報告について 

 

Q1 実施報告は、いつまでに提出すればよいですか。 

 

実施報告は、事業完了後３０日以内か、３月３１日の早い方までに提出してく

ださい。なお、事業を３月に実施することも可能ですが、期限内に提出できる

ように計画立てて準備を行ってください。 

令和６年 1 月 10 日(水)に事業完了…期限は令和６年 2 月 9 日(金) 

令和６年 3 月 15 日(金)に事業完了…期限は令和６年 3 月 29 日(金) 
   

Q2 領収書のコピーがない場合は、どうすればよいですか。 

 

決算の証票類は、領収書のコピーとなるので、紛失にはくれぐれもご注意くだ

さい。また、領収書だけで支出の内訳が分からないときは、請求書や納品書な

どが必要になります。支払いに関する書類は保管をお願いいたします。 
  

Q3 備品の確認写真は、段ボール等に梱包されている場合、すべて段ボールから出

して写真を撮るのでしょうか。  

 

段ボール箱など梱包が１つのときは、箱から出して撮影してください。また、

梱包が複数あるときは、１つは箱から取り出し、２つ目以降は箱の数（箱に数

量が書いてあれば撮影してください。）が分かるように撮影してください。  
  

Q4 事業費の繰越は可能ですか。  

 

事業費はその年度内の支出が基本であり、翌年度への繰越や積立はできませ

ん。事業の中止・変更により、決算額が減額（補助金確定額が概算払いを受け

た額を下回る）となった場合は、変更申請をしていただき、実施報告書提出後、

過払い金を返還してください。  
  

 


